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芦屋市の給与・定員管理等について

１ 総括

(1) 人件費の状況（普通会計決算）

区 分 住民基本台帳人口 

（令和4年1月1日）

 歳 出 額 

        Ａ 

実質収支 人 件 費 

      Ｂ 

人件費率 

 Ｂ／Ａ 

(参考) 

２年度の人件費率 

令和 

３年度 

              人

9 5 , 4 3 0

      千円

44, 1 8 7 ,1 38

    千円

3,5 9 1 ,3 7 9  

    千円

8,6 3 5 ,5 0 2  

      ％

1 9 . 5

              ％

1 5 . 6

( 2 )  職員給与費の状況（普通会計決算） 

区 分 職員数 

    Ａ

給     与     費 ( 参 考 )一 人 当

たり給与費  

Ｂ／Ａ

(参 考 )類 似 団

体 平 均 一 人 当

た り 給 与 費  
給  料 職員手当 期 末 ･ 勤 勉 手 当   計 Ｂ 

令和 

３年度

    人

7 4 9

    千円

2 , 5 7 3 , 1 7 3

    千円

1 , 1 5 5 , 9 5 9  

    千円

1 , 1 6 6 , 5 9 2  

    千円

4 , 8 9 5 , 7 2 4  

千円

6,536

        千円 

6 , 1 2 0

（注）１ 職員手当には退職手当を含まない。 

２ 職員数については、令和３年４月１日現在の人数である。また、任期付短時間勤務職員

（再任用職員（短時間勤務））及び会計年度任用職員を含まない。 

３ 給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含

まれているが、会計年度任用職員の給与費は含まれていない。 

 (3) ラスパイレス指数の状況 

（注）１ ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較する

ため、国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職

俸給表（一）適用職員の俸給月額を100として計算した指数。 

２ 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平

均したものである。 
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※ 令和４年４月１日のラスパイレス指数が、①３年前に比べ１ポイント以上上昇している場合、

②３年連続で上昇している場合、③100 を超えている場合について、その理由及び改善の見込み 

 (4) 給与制度の総合的見直しの実施状況について 

①給料表の見直し 

［ 実施  未実施 ］ 

実施内容（平均引下げ率，実施（実施予定）時期，経過措置の有無等具体的な内容（未実施の場合はその理由）） 

（給料表の改定実施時期）平成２７年４月１日 

（内容）行政職給料表については、国の見直し内容を踏まえ、平均２．０５％の引下げを実施

しました。また、２級以上の級の高位号給については、本市のラスパイレス指数が高い状況に

あることも踏まえ、給料カーブ・間差額を是正するなど国では最大４．０％の引下げに対し、

本市は最大４．９％の引下げを行いました。 

なお、激変緩和のため、国に準じて３年間（平成３０年３月３１日まで）の経過措置（現給

保障）を実施しました。 

他の給料表についても、国の見直し内容を踏まえて給料表の改定を実施しました。 

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び

地域手当の支給割合の見直し等に取り組むとされています。 

③本市では主に２つの要因によりラスパイレス指数が高くなっています。 

１点目が、「新規採用者数の抑制」と「団塊の世代の退職」を起因とした管理職の昇任年齢

の引下げによる要因です。阪神・淡路大震災の復興財源を確保するために、新規採用者数の抑

制や欠員不補充などの職員数の削減を行いました。併せて、管理職ポストについても整理・統

合を行ってきましたが、団塊の世代の職員の定年退職に伴い、若い職員を管理職に登用した時

期があり、同じ経験年数でも本市の給料月額の方が高くなっていました。 

２点目が国家公務員との昇任制度の差による要因です。国家公務員では高校卒業の職員が課

長級以上になることは稀ですが、本市では高卒・短大卒であっても職務遂行能力に応じて部・

課長に昇任しています。そのため、高校・短大卒の職員に係るラスパイレス指数が国よりも高

い水準となっています。 

本市の対応として、次長級、課長補佐級のポストの廃止をはじめ、管理職ポストの整理や計

画的な採用など、職員構成の改善等とともに、昇給の抑制などの給与制度の見直しを行ってき

ました。 

これらの取り組みにより、ラスパイレス指数への効果が出てきており、高年層は国よりも高

いものの、若年層については低くなっています。 

今後、ラスパイレス指数は減少すると見込んでいますが、漸減に時間を要するため、即効性

を重視し、時限的にラスパイレス指数の高い高年層（管理職）の給料月額の減額措置を実施し

ています。 
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②地域手当の見直し 

実施内容（国基準における場合の支給割合及び当該団体の支給割合） 

③その他の見直し内容 

２ 職員の平均給与月額、初任給等の状況

(1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況(令和 4 年 4 月 1 日現

在）

①一般行政職

区 分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額 

(国比較ベース)

芦屋市      39.2歳      298,600円     435,890円     380,036円

兵庫県     43.3歳      324,900円     422,219円 377,354円

国      42.7歳 323,711円 ―   405,049円

 類似団体      41.5歳      309,908円     392,862円     356,010円

②技能労務職 

ア 公務員 

区  分 平 均 年 齢 職員数 平均給料月額 平均給与月額 

( A )  

平均給与月額 

(国比較ベース) 

芦屋市 47.2歳 87 人 300,900円 391,498円 362,365円

 うち清掃職 44.8歳 28 人 298,400円 404,904円 357,147円

うち調理職 43.9歳 23 人 291,500円 375,804円 359,743円

兵庫県 56.8歳 334 人 335,200円 401,571円 368,123円

国 51.5歳 2,114 人 286,570円 ― 328,416円

類似団体 52.2歳 18 人 321,235円 375,706円 353,127円

平成２７年１月１日昇給については、国家公務員は１号俸抑制しているところを本市は２号

給の抑制を実施しました（平成２７年１月１日実施）。また、管理職員特別勤務手当及び単身

赴任手当については、国の制度に準じて同様の見直しを実施しました（平成２７年４月１日実

施）。さらに、人事評価制度については、課長級以上に限定して実施していましたが、平成２

７年度からは課長補佐級以下の職員についても本格導入し、人事評価の成績率を翌年度の勤勉

手当の支給額に反映させる取組みを実施しました（一部職種を除く）。 

（支給割合）国基準１５％に対し、芦屋市においても１５％を支給。 

（実施時期）平成２７年１月１日 

（参考） 

平成２６年

度の支給割

合 

平成２７年度の支給割合 見直し後の

支給割合 

（H29.4.1）  

見直し後の

支給割合 

（H29.4.1）  

４月１日時

点 

遡及改定後 

国 基 準 に よ

る支給割合 
  １５％   １５％ 遡及改定なし １５％ １５％ 

芦 屋 市 の 支

給割合 
  １４％   １５％ 遡及改定なし １５％ １５％ 
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   イ 民 間 

市職種 

区分 

対応する民間の 

類似職種 

平 均  

年 齢  

平均給与月額 

( B )  ( A / B ) 

（参考）年収ベース（試算値）の比較 

公 務 員  

( C ) 

民 間  

( D )  ( C / D )  

清 掃 職  廃棄物処理業従業員 47.0歳  306,000円 1 . 3 2 6,477,548円 4,266,500円 1.52

調 理 職  調理士 43.0歳  267,000円 1 . 4 1 6,118,148円 3,525,000円 1.74

   ※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。（平成

31～令和 3 年の３か年平均） 

   ※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において

完全に一致しているものではない。 

   ※年収ベースの「公務員(C)」及び「民間(D)」のデータは、それぞれ平均給与月額を 12 倍したも

のに、公務員においては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給され

た年間賞与の額を加えた試算値である。 

③教育職（小・中学校，幼稚園）

区 分 平 均 年 齢      平均給料月額 平均給与月額  

芦屋市     45.4歳 377,700円     473,071円

兵庫県      42.4歳 359,342円     422,762円

類似団体     41.0歳 307,579円     356,415円

    （注）１ 「平均給料月額」とは、令和４年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平

均である。 

２ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時

間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査

において明らかにされているものである。 

また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝

時間外勤務手当等を除いたもの）で算出している。 

(2) 職員の初任給の状況（令和 4 年 4 月 1 日現在）

区    分 芦 屋 市 兵 庫 県 国 

一般行政職 
大 学 卒 186,800円 188,700円  182,200円

高 校 卒         157,300円 154,900円 150,600円

技能労務職 
高 校 卒         145,700円 151,600円             － 

中 学 卒 －             －             － 

教 育 職 
大 学 卒        214,100円 210,800円             － 

高 校 卒        －        －             － 

 (3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和 4 年 4 月 1 日現在）

    区    分 経験年数10年 経験年数20年 経験年数25年 経験年数30年 

一般行政職 
大 学 卒         255,335円         350,020円          384,233円 413,896円 

高 校 卒 － 円 317,100円 － 円 （29年）377,950円 

技能労務職 
高 校 卒 （11年）223,333円         － 円 （28年）365,900円 （32年）364,800円 

中 学 卒 － 円 （21年）286,500円 （26年）295,400円 （30年）337,200円 

教 育 職 
大 学 卒 312,104円 （21年）415,584円 （25年）431,232円 （32年）435,552円 

高 校 卒             － 円             － 円              － 円       － 円 
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３ 一般行政職の級別職員数等の状況

(1)  一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（令和 4 年 4 月 1 日現在） 

区 分 標準的な職務内容 職員数 構成比 １号給の 

給料月額 

最高号給の

給料月額 

１ 級 一般事務（技術）職 

人

３ ８  

％

 ９ ．７  

    円 

1 3 8 , 6 0 0 

    円 

2 4 9 , 8 00  

２ 級 一般事務（技術）職 

人

１ ５ ０  

％

３ ８ ．４  

    円 

2 0 8 , 6 0 0 

    円 

3 7 1 , 6 00  

３ 級 係長・主査・主任 

人

１ ２ ８  

％

３ ２ ．７  

    円 

2 4 3 , 6 0 0 

    円 

4 0 8 , 0 00  

特３級 課長補佐 

人

１  

％

０ ． ３  

    円 

2 6 0 , 3 0 0 

    円 

4 3 1 , 4 00  

４ 級 課長 

人

６ ２  

％

１ ５ ．９  

    円 

2 7 7 , 0 0 0 

    円 

4 6 7 , 1 00  

５ 級 部長 

人

１ ２   

％

３ ． １  

    円 

3 6 9 , 6 0 0 

    円 

5 1 2 , 1 00  

  （ 注）１ 芦屋市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。 

２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。 
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(2) 国との給料表カーブ比較表（行政職（一））（令和 4 年 4 月 1 日現在） 

(3) 昇給への人事評価の活用状況（芦屋市）

令和 4 年 4 月 2 日から令和 5 年 4 月 1 日 

までにおける運用 
管理職員 一般職員 

イ 人事評価を活用している 〇 〇 

活用している成績率 
昇給可能 

な区分 

昇給実績が 

ある区分 

昇給可能 

な区分 

昇給実績が

ある区分 

上位、標準、下位の区分 

上位、標準の区分 

標準、下位の区分 

標準の区分のみ（一律） 〇  〇 

ロ 人事評価を実施していない 
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４ 職員の手当の状況

(1) 期末手当・勤勉手当

芦  屋  市 兵  庫  県 国 

１人当たり平均支給額（令和３年度）

  １，５７４千円 

１人当たり平均支給額（令和３年度）

       １，６９３千円 

― 

（令和３年度支給割合） 

 期末手当    勤勉手当 

 ２ .５ ５ 月分 １ .９ ０ 月分 

(１.４５)月分 (０.９０）月分

（令和３年度支給割合） 

 期末手当    勤勉手当 

 ２ .４ ０ 月分 １ .９ ０ 月分 

(１.３５)月分 (０.９０）月分

（令和３年度支給割合） 

 期末手当    勤勉手当 

 ２ .５ ５ 月分 １ .９ ０ 月分 

(１.４５)月分 (０.９０）月分

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置

・ 役 職 加 算  ５ ～ ２ ０ ％  

 （加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算   ５～２０％ 

・ 管理職加算 １０～２０％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算   ５～２０％ 

・ 管理職加算 １０～２５％ 

 ※（ ）内は、再任用職員に係る支給割合である。 

※令和３年人事院勧告における 0.15 月の引き下げ分（4.45 月→4.3 月）を令和４年６月期で調整。 

  ○勤勉手当への人事評価の活用状況（芦屋市） 

令和４年度中における運用 管理職員 一般職員 

イ 人事評価を活用している 〇 〇 

活用している成績率 
支給可能 

な成績率 

支給実績が

ある成績率 

支給可能 

な成績率 

支給実績が

ある成績率 

上位、標準、下位の成績率 〇   〇 〇 

上位、標準の成績率 

標準、下位の成績率 

 標準の成績率（一律） 〇   

ロ 人事評価を活用していない 

 (2) 退職手当（令和 4 年 4 月 1 日現在）

芦    屋    市  国  

（支給率）         自己都合  定年前早期・定年

勤 続 2 0 年             19.6695月分 24.586875月分 

勤 続 2 5 年             28.0395月分 33.27075 月分 

勤 続 3 5 年             39.7575月分  47.709   月分 

最高限度         47.709 月分  47.709   月分 

その他の加算措置  

定年前早期退職特例措置（割増率2～45％） 

1人当たり平均支給額  3 ,2 1 7千円   21,189千円 

（支給率）     自己都合    応募認定・定年 

勤 続 2 0 年        19.6695月分 24.586875月分 

勤 続 2 5 年          28.0395月分 33.27075 月分 

勤 続 3 5 年          39.7575月分  47.709   月分 

最高限度       47.709 月分  47.709   月分 

その他の加算措置  

定年前早期退職特例措置（割増率2～45％） 

 （注）退職手当の１人当たり平均支給額は、令和 3 年度に退職した職員に支給された平均額である。    
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(3) 地域手当（令和 4 年 4 月 1 日現在） 

支 給 実 績（令和３年度普通会計決算） 416,638千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（令和３年度決算） 574,673円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率） 

市 内 全 地 域  １５  ％   ７２５ 人 １５  ％

(4) 特殊勤務手当（令和 4 年 4 月 1 日現在） 

支給実績（令和３年度普通会計決算）                     59,072千円

支給職員１人当たり平均支給年額(令和３年度決算)                      153,036円

職員全体に占める手当支給職員の割合(令和３年度)                        50.66％

手当の種類（手当数） １ ２  

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

防 疫 手 当

感染症患者、物件等の処理作業

に従事した職員 

感染症患者、物件等の処理

作業 
日額 ３００円 

（特例）新型コロナウィルス感染症の患者を受け入れる病院

等で、住民の生命及び健康を保護するために緊急で行われる

措置に係る業務に従事した職員 

日額 ３，０００円 

上記作業のうち、感染者等の身体に接触して行う作業又は時

間にわたり接して行う作業等に従事した職員 
日額 ４，０００円 

行旅病人等処置手当
行旅病人・行旅死亡人の収容等

の処置作業に従事した職員 

行路病人等の収容と収容

の処置作業 
１回 １，６００円以内 

汚 物 取 扱 手 当 汚泥、汚物を取扱う職員 
臨時又は緊急の必要によ

る汚泥，汚物の処理 
１回 １８０～１，５００円 

非 常 作 業 手 当
勤務時間外に災害対策業務のた

め出勤し業務に従事した職員 

勤務時間外での災害対策

業務 
１時間 ２００～日額 ２，４００円 

交 替 制 勤 務 手 当 消防職員等 深夜等に勤務したとき １回 ３５０～１，５９０円 

消 防 業 務 手 当 消防署職員 災害出動，救急業務等 １回 １００～６００円 

技 術 技 能 手 当
薬剤職、医療技術職、栄養職、

看護職等 

特殊な技術・技能を必要と

する業務 
日額 １６０～４２０円 

特 殊 事 務 手 当

福祉保護現業業務、用地買収・

折衝業務、動物の死体受取業務

等に従事した職員 

福祉保護現業業務、用地買

収等業務、動物の死体受取

業務等 

日額 １２０～ 月額 ６，０００円 

教 員 特 殊 業 務 手 当 教育職員 
非常災害時の生徒の保護

等 
日額 ２，４００～６，４００円 

教育業務連絡調整手当 市立幼稚園教諭 主任の職務にかかる業務 日額 ２００円 

年末年始等特別勤務手当
１２月２９日～翌１月３日に特

別の業務に従事した職員 
年末年始期間の業務 日額 ５，０００円 

技 能 現 場 作 業 手 当 技能長の業務に従事 

高度の技能と経験を必要

とする業務を行う技能職

員 

１回 ５２０円 ～ 

月額 １６，０００円 

(5) 時間外勤務手当

支給実績（令和３年度普通会計決算） 273,813千円

支給職員１人当たり平均支給年額（令和３年度決算） 484千円

支給実績（令和２年度普通会計決算） 243,597千円

支給職員１人当たり平均支給年額（令和２年度決算） 443千円
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（注） 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（令和３年度決算）」と同じ

年度の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とは

ならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。 

(6) その他の手当（令和 4 年 4 月 1 日現在）

手 当 名 内容及び支給単価
国の制度

との異同

国の制度と 

異なる内容 

支給実績 

(３年度決算)

支給職員１人当た 

り平均支給年額 

（３年度決算）

扶 養 手 当

子 

子以外 

特定期間の加算 

10,000円

6,500円

5,000円 同 じ － 

千円

75,750

円

234,521
※満16歳の年度始めから満22歳の年度末

までの扶養親族である子に係る1人当たり

の加算額 

住 居 手 当
家賃支払者 

持家居住者 

28,000円以内

2,500円 異なる 
・手当額 

・持家居住者に支給 

千円

90,543

円

172,135

通 勤 手 当

交通機関利用者 6か月定期相当分 

（限度額：月55,000円） 

交通用具利用者 通勤距離に応じて支給

（限度額：月31,600円） 

同 じ － 

千円

83,766

円

137,547

管理職手当

部  長 

消防署長 

課  長 

保育所長 

課長補佐（施設管理者） 

係  長（施設管理者） 

101,000円 

83,000円 

73,000円 

63,000円 

43,000円 

43,000円 

異なる 
役職に応じて定額で

支給 

千円

94,881

円

903,630

休日勤務手当 休日における正規の勤務時間中の勤務 同 じ － 
千円

48,428

円

169,922

（注） 住居手当については令和 5 年度以降、国と同じ取扱いとなる。 

５ 特別職の報酬等の状況（令和 4 年 4 月 1 日現在）

区     分 給 料 月 額 等

 給 

 料 

 市      長 

副   市   長  

教   育   長  

1,061,000円 

885,000円 

732,000円 

（参考）類似団体における最高／最低額

      1,061,000円／  455,000円 

        885,000円／   547,600円 

－ 

 報 

 酬 

議     長 

副  議  長 

議     員 

                737,000円 

                653,000円 

                591,000円 

※令 和 4年 4月 1日 ～ 5年 4月

30日 の 間 、 5％ 減 額  

        737,000円／  366,000円 

        653,000円／  294,000円 

        591,000円／  266,000円 

期 

末 

手 

当 

市      長 

副   市   長  

       （令和３年度支給割合） 

４．４５ 月分（役職加算２０％） 

※ 令 和 4年 4月 1日 ～ 6年 3月 31日 の 間 、 10％ 減 額  

議     長 

副  議  長 

議     員 

       （令和３年度支給割合） 

４．４５ 月分（役職加算２０％） 

     ※令 和 4年 4月 1日 ～ 5年 4月 30日 の 間 、 5％ 減 額  

退  

 職 

 手 

 当 

市      長 

副   市   長  

教   育   長  

 （算定方式）        （１期の手当額）       （支給時期） 

1,061,000×在職月数×0.43     21,899,040円       任期毎 

   885,000×在職月数×0.26      11,044,800円       任期毎 

  732,000×在職月数×0.18       6,324,480円       任期毎 

  (注) 退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期 

（４年＝４８月）勤めた場合における退職手当の見込額である。 



- 10 -

６ 職員数の状況

 (1) 部門別職員数の状況と主な増減理由

（各年４月１日現在） 

      区 分 

部 門 

職 員 数（人） 対前年増減数

（人） 
主な増減理由 

令和３年 令和４年 

普 

通 

会 

計 

部 

門 

一 

般 

行 

政 

部 

門 

議  会 ８ ８ ０ 

定年延長制度構築のため 

業務整理 

市立保育所２園の民間移管のため

新型 コロ ナウ ィル スワ クチ ン接 種事 業体 制の 確保  

業務整理 

総  務 １２２ １２４ ２ 

税  務 ３４ ３３ ▲１ 

民  生 ２０４ １９４ ▲１０ 

衛  生 ７３ ７７ ４ 

労  働 ２ ２ ０ 

農林水産 ２ ２ ０ 

商  工 ２ ２ ０ 

土  木 ５８ ５６ ▲２ 

計 ５０５ ４９８ ▲７ 

＜参考＞ 

人口1,000人当たり職員数 5.23人 

類団人口1,000人当たり職員数 5.13人

教 育 部 門 １３４ １２８ ▲６ 業務整理

体制強化 消 防 部 門 １１０ １１５ ５ 

小 計   Ａ ７４９ ７４１ ▲８ 

＜参考＞ 

人口1,000人当たり職員数 7.78人 

類団人口1,000人当たり職員数 6.49人

公営企業

等 

会計部門 

病  院 ２４１ ２４７ ６ 新改革プランに基づく計画的増員 

水  道 ３０ ３０ ０ 

下 水 道 １９ １９ ０ 

そ の 他 ４０ ４０ ０ 

小計 Ｂ ３３０ ３３６ ６ 

合  計 Ａ＋Ｂ １，０７９ 

[１，１２９] 

１，０７７ 

[１，１２９] 

▲２ 

 [０] 

＜参考＞ 

人口1,000人当たり職員数 11.30人 

 （注）１ 職員数は一般職に属する職員数である。 

    ２ [     ]内は、条例定数の合計である。 
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( 2 )  年齢別職員構成の状況（令和4年4月1日現在） 

区 分

20歳 

未満 

20歳

～ 

23歳

24歳

～ 

27歳

28歳

～ 

31歳

32歳

～ 

35歳

36歳

～ 

39歳

40歳

～ 

43歳

44歳

～ 

47歳

48歳

～ 

51歳

52歳

～ 

55歳

56歳

～ 

59歳

60歳 

以上 

計 

職員数 0 48 103 150 171 132 81 97 92 78 68 57 1,077 

 (3) 職員数の推移

（ 単 位 ： 人 ・ ％ ）  

年 度  

部 門 別  

平 成  

29 年  

平 成  

30 年  

平 成  

31 年  

令 和  

２ 年  

令 和  

３ 年  

令 和  

４ 年  

過 去 5 年 間 の  

増 減 数 (率 ) 

一 般 行 政  482 488 502 502 505 498 16(3.2％) 

教 育  
145 144 137 135 134 128 ▲17(▲13.3%) 

消 防  97 101 103 107 110 115 18(15.7%) 

普 通 会 計 計  724 733 742 744 749 741 17(2.3%) 

公 営 企 業 等 会 計 計  322 330 334 335 330 336 14(4.2%) 

総 合 計  1,046 1,063 1,076 1,079 1,079 1,077 31(2.9%) 

（注） 各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。 
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７ 公営企業職員の状況

（1） 芦屋市水道事業 

① 職員給与費の状況

    ア 決算

区 分 

総費用 

 Ａ

純損益又は

実質収支 

職員給与費 

Ｂ

総費用に占める 

職員給与費比率 

    Ｂ／Ａ

 (参考) 

令和２年度の総費用に

占める職員給与費比率 

令和 

３年度 

  千円

1,9 0 8 , 40 6

       千円

284 , 9 70

     千円

211 , 9 40

           ％

1 1 . 1

                ％

1 1 . 9

区 分 職員数 

    Ａ 

給     与     費 
一人当たり 

給与費 B / A  

（ 参 考 ）市 町 村

平 均 一 人 当 た

り 給 与 費  

給  料 職員手当 期 末 ･ 勤 勉 手 当  計 Ｂ 

令和 

３年度 

    人 

3 0  

    千円

1 1 3 , 7 0 3

    千円

4 8 , 7 0 4

    千円

4 9 , 5 3 3

    千円

2 1 1 , 9 4 0

       千円

7 , 0 6 5

       千円

6 , 0 2 8

     （注）１ 職員手当には退職給与金を含まない。 

２ 職員数については、令和３年４月１日現在の人数である。また、任期付短時間勤務職

員（再任用職員（短時間勤務））及び会計年度任用職員を含まない。 

３ 給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が

含まれているが、会計年度任用職員の給与費は含まれていない。 

イ  特記事項（令和 4 年 4 月 1 日現在） 

給 与 の 抑 制 措 置  

     ・ 給 料 の 減 額 （ 部 長 級 ４ ％ 、 課 長 級 ２ ％ ）  

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（令和 4 年 4 月 1 日現在） 

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額  

芦屋市水道事業      46.5歳     377,580円   584,347円

団 体 平 均       45.5歳     335,492円   501,390円

       （注） 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。 

③ 職員の手当の状況

ア 期末手当・勤勉手当

芦 屋 市 水 道 事 業 団 体 平 均 

１人当たり平均支給額（令和３年度）   

             １，６５１千円

１人当たり平均支給額（令和３年度）   

             １，４５７千円

（令和３年度支給割合） 

     期末手当        勤勉手当 

    ２ ． ５ ５ 月分   １ ． ９ ０ 月分 

   (１ ．４ ５ )月分   (０ ．９ ０ )月分

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

５ ～ ２ ０ ％  

       (注)  (  )内は、再任用職員に係る支給割合である。 



- 13 -

イ 退職手当（令和 4 年 4 月 1 日現在）

芦    屋    市  団 体 平 均   

（支給率）     自己都合  定年前早期・定年

勤 続 2 0 年         19.6695月分 24.586875月分

勤 続 2 5 年         28.0395月分 33.27075 月分

勤 続 3 5 年         39.7575月分  47.709   月分

最高限度額    47.709 月分  47.709   月分

その他の加算措置  

定年前早期退職特例措置（割増率2～45％） 

1人当たり平均支給額   -  千 円    21,096千円 1人当たり平均支給額  22,391千円 

 （注）退職手当の１人当たり平均支給額は、令和３年度に退職した職員に支給された平均額である。   

ウ 地域手当（令和 4 年 4 月 1 日現在）

支 給 実 績（令和３年度決算）           18,367千円

支給職員１人当たり平均支給年額（令和３年度決算）                  612,230円

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

市 内 全 地 域         15％           30人              15％ 

エ 特殊勤務手当（令和 4 年 4 月 1 日現在）

支給実績（令和３年度決算）                          1,236千円 

支給職員１人当たり平均支給年額(令和３年度決算)                            61,806円 

職員全体に占める手当支給職員の割合(令和３年度)                            66.67％ 

手当の種類（手当数） ６

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

有 害 物 取 扱 手 当
奥山浄水場に勤務する職員 

（１日１人１回） 

奥山浄水場の次亜塩素酸ナト

リウム薬品注入室における薬

品タンク等機器の点検管理作

業に従事したとき 

１回 １２０円 

非 常 作 業 手 当

予期しない出水、浸水その他著し

く困難な作業条件下にかかわら

ず緊急に又は、強行に作業に従事

した職員等 

予期しない出水、浸水その他

著しく困難な作業条件下にか

かわらず緊急に、又は強行に

作業に従事したとき等 

１回 ４００～１，１６０円 

日額 ９００～１，２００円 

交替制勤務手当 奥山浄水場に勤務する職員 交替制勤務に従事したとき １回 １，２４０円 

待 機 手 当 奥山浄水場に勤務する職員 
奥山浄水場の夜間勤務を命ぜ

られ待機したとき 
１回 ５，９００円 

年末年始等特別

勤 務 手 当

１２月２９日～翌年１月３日に

特に必要があって公務に従事し

た職員 

年末年始期間に特に必要があ

って公務に従事したとき 
日額 ５，０００円 

特 殊 事 務 手 当
水道料金の滞納精算及び給水停

止処分に従事した職員 

水道料金の滞納精算及び給水

停止処分に従事したとき 
１日 ２３０円 

オ 時間外勤務手当

支 給 実 績 （ 令 和 ３ 年 度 決 算 ）                 10,796千円

職員１人当たり平均支給年額（令和３年度決算） 450千円

支 給 実 績 （ 令 和 ２ 年 度 決 算 ）                 11,935千円

職員１人当たり平均支給年額（令和２年度決算） 519千円
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カ その他の手当（令和 4 年 4 月 1 日現在）

手 当 名 内容及び支給単価

一般行政職

の制度との

異同 

一般行政職の制度

と異なる内容 

支給実績 

(３年度決算) 

支給職員１人当た 

り平均支給年額 

（３年度決算）

扶養手当

子 

子以外 

特定期間の加算 

10,000円

6,500円

5,000円
同 じ － 3,653千円 228,351円

※満16歳の年度始めから満22歳の年度

末までの扶養親族である子に係る1人当

たりの加算額 

住 居 手 当
家賃支払者 

持家居住者 

28,000円以内 

2,500円 
同 じ － 2,841千円 135,273円

通勤手当 

交通機関利用者 6か月定期相当分 

（限度額：月55，000円） 

交通用具利用者 通勤距離に応じて 

支給 

（限度額：月31,600円） 

同 じ － 3,632千円 134,554円

管 理 職 

手   当 

部  長 

課  長 

課長補佐(施設管理者) 

係  長(施設管理者) 

101,000円 

73,000円 

43,000円 

43,000円 

同 じ － 4,759千円 951,840円

（注） 住居手当については令和 5 年度以降、国と同じ取扱いとなる。

(2) 芦屋市病院事業

① 職員給与費の状況

    ア 決算

区 分 

総費用 

 Ａ

純損益又は

実質収支 

職員給与費 

Ｂ

総費用に占める 

職員給与費比率 

    Ｂ／Ａ

 (参考) 

２年度の総費用に占め

る職員給与費比率 

令和 

３年度 

  千円

5,7 6 9 , 49 6

       千円

178 , 4 58

     千円

1,9 2 7 , 62 2

           ％

3 3 . 4

                ％

3 6 . 2

区 分 職員数 

   Ａ 

給     与     費 
一人当たり 

給与費 B / A  

（ 参 考 ） 市 町 村

平 均 一 人 当 た り

給 与 費  

給  料 職員手当 期 末 ･ 勤 勉 手 当  計 Ｂ 

令和 

３年度

   人 

2 3 9  

    千円

1 , 1 0 2 , 7 9 8

    千円

3 9 9 , 8 9 8

    千円

4 2 4 , 9 2 6

    千円

1 , 9 2 7 , 6 2 2

       千円

8 , 0 6 5

       千円

7 , 0 8 0

     （注）１ 職員手当には退職給与金を含まない。 

２ 職員数については、令和３年４月１日現在の人数である。また、任期付短時間勤務職

員（再任用職員（短時間勤務））及び会計年度任用職員を含まない。 

３ 給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が

含まれているが、会計年度任用職員の給与費は含まれていない。 

イ  特記事項 

給 与 の 抑 制 措 置 （ 令 和 4 年 4 月 1 日 ）  

     ・ 給 料 の 減 額 （ 企 業 職 ・ 医 療 技 術 職 ・ 看 護 職 ・ 医 療 専 門 事 務 職 給 料 表 適 用 者 ）  

（ 部 長 級 ４ ％ 、 課 長 級 ２ ％ ）  
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② 職員の基本給，平均月収額及び平均年齢の状況（令和 4 年 4 月 1 日現在）

区分 平均年齢 基本給 平均月収額 

芦屋市病院事業（医師）       50.9歳    646,011円 1,277,365円

団体平均（医師）       43.2歳    562,230円 1,406,363円

芦屋市病院事業（看護師） 39.9歳 350,973円 558,770円

団体平均（看護師）       40.9歳    295,726円 479,885円

芦屋市病院事業（事務職員） 36.7歳 313,100円 497,511円

団体平均（事務職員）       45.8歳    319,676円 500,517円

       （注） 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。 

③ 職員の手当の状況

ア 期末手当・勤勉手当

芦 屋 市 病 院 事 業 団  体  平  均  

１人当たり平均支給額（令和３年度）   

            １，８８２千円 

１人当たり平均支給額（令和３年度）   

            １，４１４千円 

（令和３年度支給割合） 

      期末手当       勤勉手当 

     ２ .５ ５ 月分     １ .９ ０ 月分

     (１ .４ ５ )月分  (０ .９ ０ )月分 

（加算措置の状況） 

職制上の段階，職務の級等による加算措置 

５～２０％ 

       (注)  (  )内は，再任用職員に係る支給割合である。 

イ 退職手当（令和 4 年 4 月 1 日現在）

芦 屋 市 病 院 事 業 団  体  平  均  

（支給率）     自己都合  定年前早期・定年

勤 続 2 0 年         19.6695月分 24.586875月分 

勤 続 2 5 年         28.0395月分 33.27075 月分 

勤 続 3 5 年         39.7575月分  47.709   月分 

最高限度額    47.709 月分  47.709   月分 

その他の加算措置  

定年前早期退職特例措置（割増率2～45％） 

１人当たり平均支給額 2, 2 8 4千 円     8,034千円 １人当たり平均支給額     4,619千円 

      （注）退職手当の１人当たり平均支給額は、令和３年度に退職した職員に支給された平均額

である。 

ウ 地域手当

（令和 4 年 4 月 1 日現在）

支 給 実 績（令和３年度決算）          152,435千円

支給職員１人当たり平均支給年額（令和３年度決算）               662,762円

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

市 内 全 地 域         15％

医師職は16％

         230人              15％ 
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エ 特殊勤務手当（令和 4 年 4 月 1 日現在）

支給実績（令和３年度決算）                      161,778千円

支給職員１人当たり平均支給年額（令和３年度決算）               715,831円

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和３年度）                       94.56％

手当の種類（手当数） １ １

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

防 疫 手 当
感染症患者等の救護、物件等の

処理業務に従事した職員 

感染症患者等の救護、物件等

の処理業務 

日額 ３００円 

日額 ３，０００円 

日額 ４，０００円 

非 常 作 業 手 当

勤務時間外に災害対策業務や

緊急の診療業務のために出勤

し業務に従事した職員 

勤務時間外での災害対策業務

や緊急の診療業務 

１時間 ２００円～ 

１回 ２，９００円 

夜 間 看 護 手 当 助産師、看護師、准看護師 

交替制勤務により深夜に正規

の勤務時間として看護業務に

従事したとき 

１回 ２，０００円～ 

６，８００円

医師特別調整手当 医師職の職員 診療業務 
月額 ２００，０００円～ 

２８０，０００円

放 射 線 取 扱 手 当 医療技術職、看護職の職員 

放射線を人体に対して照射す

る業務又はその補助業務に従

事したとき 

月額 ７，０００円 

病 棟 勤 務 手 当 看護職の職員 
交替制勤務にて病棟に勤務し

たとき 
月額 ３，０００円 

救 急 入 院 手 当 医師職、看護職の職員 緊急の入院の対応業務 
１件 ５，０００円（医師職）

１件     ５００円（看護職）

解 剖 手 当 看護職、医療技術職の職員 解剖業務 １件 ３，０００円 

年 末 年 始 等 特 別

勤 務 手 当

１２月２９日～翌年１月３日

に特別の業務に従事した職員 
年末年始期間の業務 

１回 １２，２００円（宿日直

業務） 

１時間 １，７３０円（宿日直

業務以外） 

救 急 手 当
救急車両運転業務に従事した

職員 
救急車両運転業務 １回 ２４０円 

産 業 医 手 当 産業医 
職員の健康管理等の業務に従

事したとき 
月額 ５，０００円 

オ 時間外勤務手当

支 給 実 績 （ 令 和 ３ 年 度 決 算 ）                 49,738千円

職員１人当たり平均支給年額（令和３年度決算） 260千円

支 給 実 績 （ 令 和 ２ 年 度 決 算 ）                 43,016千円

職員１人当たり平均支給年額（令和２年度決算） 229千円
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カ その他の手当（令和 4 年 4 月 1 日現在）

手 当 名 内容及び支給単価

一般行政職

の制度との

異同 

一般行政職の制度と

異なる内容 

支給実績 

(３年度決算) 

支給職員１人当た 

り平均支給年額 

（３年度決算）

扶養手当

子 

子以外 

特定期間の加算 

10,000円

6,500円

5,000円
同 じ － 19,253千円 234,787円※満16歳の年度始めから満22歳の年度

末までの扶養親族である子に係る1人当

たりの加算額 

住 居 手 当
家賃支払者 

持家居住者 

28,000円以内 

2,500円 
同 じ － 34,983千円 192,215円

通勤手当 

交通機関利用者 6か月定期相当分 

（限度額：月55,000円） 

交通用具利用者 通勤距離に応じて 

支給 

（限度額：月31,600円） 

同 じ － 25,205千円 115,618円

管 理 職 

手   当 

（企業職給料表適用者） 

同 じ － 

47,506千円 969,506円

局  長

課  長

101,000円

73,000円

（医療職給料表適用者） 

異なる 区分及び金額 

病 院 長

副病院長

診療局長

参 事

科 部 長

科 次 長

主任医長

医 長

副 医 長

136,000円

108,000円

93,000円

88,000円

76,000円

72,000円

43,000円

（医療技術職給料表,看護職給料表,

医療専門事務職給料表適用者） 

異なる 区分及び金額 

局   長

薬剤科部長

主任技師長

科 長

看 護 部 長

副看護部長

技 師 長

看 護 師 長

課 長

主 幹

108,000円

93,000円

76,000円

72,000円

（注） 住居手当については令和 5 年度以降、国と同じ取扱いとなる。
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８ 技能労務職員等の給与等の見直しにむけた取組方針

(1) 現状

   ① 職種ごとの人数・平均給与・平均年齢等及び民間従業員データ（令和 4 年 4 月 1 日） 

     ２(1)②のとおり 

②職種ごとの年齢別の人数（令和 4 年 4 月 1 日） 

③その他給与に関する事項 

ア 給料表 

    技能職給料表の１～４級を適用する。 

   イ 諸手当 

    扶養手当、地域手当、通勤手当、住居手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、 

休日勤務手当、期末手当、勤勉手当、退職手当 

   ウ 昇給基準 

    昇給日前１年間の勤務成績に応じ４号給（55 歳を超える職員については昇給停止）を標準とし

て昇給する。 

(2) 基本的な考え方 

技能労務職員については、退職者の欠員不補充を原則として、事務事業の見直しを行い適正配置

に努めていく。 

 給与面に関しては、国、県、近隣市の動向を見ながら、一般職に準じ，改正等を行う。 

(3) 具体的な取組内容 

①一般行政職員等と同じであった技能労務職員の給料表については、平成２６年度より技能職給料

表を適用した。 

②特殊勤務手当について、平成１７年度に火葬業務手当、雨中作業手当、危険物取扱手当及び変則

勤務手当を廃止し、その他の手当についても見直した。また平成２４年度に、年末年始等特別勤務

手当について見直しを行った。 

③昇給については、今後人事評価制度の導入を行い、その評価基準に応じた昇給制度を検討する。 

(4) その他 

技能労務職員については、原則、退職者の欠員不補充としており、今後、事務・事業の見直し

を行う中で、民間に委ねることができる業務については、行政責任の確保、市民サービスの維持

・向上等に留意しながら民間委託等を行っていく考えである。 

区  分 

 20歳 24歳 28歳 32歳 36歳 40歳 44歳 48歳 52歳 56歳 60歳 

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

19歳 23歳 27歳 31歳 35歳 39歳 43歳 47歳 51歳 55歳 59歳  

全   体 
人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 

0 2 4 4 10 7 7 6 11 11 12 13 

うち清掃職 0 2 3 2 5 0 0 0 4 5 4 3 

うち調理職 0 0 0 0 3 6 3 3 4 3 1 0 

その他 0 0 1 2 2 1 4 3 3 3 7 10 


